
　　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

　　（２）固定資産の減価償却の方法

　　　　　・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品－定額法

　　　　　・リース資産

　　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　　（３）引当金の計上基準

　　　　　・賞与引当金　　－当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

　　　　　　　　　　　　　　ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

　　　　　①独立行政法人　福祉医療機構

　　　　　②一般財団法人　京都府民間社会福祉施設職員共済会

　　当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

　（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

　（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）

　（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

　　　　　なお、「居宅介護支援」は公益事業に該当するが幸生福祉会九十九園拠点区分と一体的に実施している

　　　　ため、社会福祉事業の幸生福祉会九十九園拠点区分としている。

　（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

　（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

　　　　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

　（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　　①幸生福祉会　九十九園（社会福祉事業）

　　　　　　本部、介護福祉、通所介護、短期入所生活介護、訪問介護、居宅介護支援

　　　　②幸生福祉会　九十九園ケアハウス（社会福祉事業）

　　　　　　ケアハウス

　　　　③幸生福祉会　九十九園診療所（公益事業）

　　　　　　診療所

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

250,939,076 250,939,076

491,794,620 1,870,000 26,828,554 466,836,066

742,733,696 1,870,000 26,828,554 717,775,142

基本財産の種類

土地

建物

合計

１．重要な会計方針

２．法人で採用する退職給付制度

３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

４．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

計算書類に対する注記（法人全体用）
別紙１



計算書類に対する注記（法人全体用）
別紙１

　　　　　該当なし

　　　　　該当なし

　　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額 減価償却累
計額

当期末残高

1,672,885,781 1,206,049,715 466,836,066

2,185,226 1,546,143 639,083

44,171,333 23,795,094 20,376,239

22,633,257 18,466,085 4,167,172

146,151,871 135,046,920 11,104,951

1,888,027,468 1,384,903,957 503,123,511

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額 徴収不能引
当金の当期
末残高

債権の当期
末残高

58,427,190 58,427,190

58,427,190 58,427,190

　　　　該当なし

　　　　該当なし

　　　　該当なし

　　　　該当なし

　　　　該当なし

１１．重要な偶発債務

１２．重要な後発事象

１３．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

１０．関連当事者との取引の内容

合計

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場
合は記載不要。）

（単位：円）

事業未収金

合計

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

６．担保に供している資産

器具及び備品

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している
場合は記載不要。）

（単位：円）

建物（基本財産）

建物

構築物

機械及び装置

車輌運搬具

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し



計算書類に対する注記（法人全体用）
別紙１

　　　　該当なし

１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら
かにするために必要な事項



　　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

　　（２）固定資産の減価償却の方法

　　　　　・建物、建築物、車両運搬具、並びに器具及び備品－定額法

　　　　　・リース資産

　　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　　（３）引当金の計上基準

　　　　　・賞与引当金　　－当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

　　　　　　　　　　　　　　ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

　　　　　①独立行政法人　福祉医療機構

　　　　　②一般財団法人　京都府民間社会福祉施設職員共済会

　　当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

　（１）幸生福祉会九十九園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

　（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

　　　　幸生福祉会　九十九園

　　　　　本部、介護福祉、通所介護、短期入所生活介護、訪問介護、居宅介護支援

　（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

　　　　幸生福祉会　九十九園

　　　　　本部、介護福祉、通所介護、短期入所生活介護、訪問介護、居宅介護支援

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

168,129,181 168,129,181

334,675,541 1,870,000 18,525,931 318,019,610

502,804,722 1,870,000 18,525,931 486,148,791

　　　該当なし

　　　該当なし

土地

建物

合計

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

６．担保に供している資産

基本財産の種類

１．重要な会計方針

２．採用する退職給付制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

４．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

計算書類に対する注記（幸生福祉会九十九園拠点）
別紙２



計算書類に対する注記（幸生福祉会九十九園拠点）
別紙２

　　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額 減価償却累
計額

当期末残高

1,129,178,465 811,158,855 318,019,610

2,185,226 1,546,143 639,083

30,691,924 16,740,538 13,951,386

20,635,270 16,901,874 3,733,396

118,262,919 109,678,222 8,584,697

1,300,953,804 956,025,632 344,928,172

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額 徴収不能引
当金の当期
末残高

債権の当期
末残高

58,024,109 58,024,109

58,024,109 58,024,109

　　　該当なし

　　　該当なし

　　　該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら
かにするために必要な事項

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

１０．重要な後発事象

合計

建物（基本財産）

建物

構築物

機械及び装置

車輌運搬具

器具及び備品

合計

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場
合は記載不要。）

（単位：円）

事業未収金

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している
場合は記載不要。）

（単位：円）



　　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

　　（２）固定資産の減価償却の方法

　　　　　・建物、建築物、車両運搬具、並びに器具及び備品－定額法

　　　　　・リース資産

　　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　　（３）引当金の計上基準

　　　　　・賞与引当金　　－当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

　　　　　　　　　　　　　　ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

　　　　　①独立行政法人　福祉医療機構

　　　　　②一般財団法人　京都府民間社会福祉施設職員共済会

　　当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

　（１）幸生福祉会九十九園ケアハウス拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

　（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

　　　　幸生福祉会　九十九園ケアハウス

　　　　　ケアハウス

　（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

　　　　幸生福祉会　九十九園ケアハウス

　　　　　ケアハウス

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

82,809,895 82,809,895

157,119,079 8,302,623 148,816,456

239,928,974 8,302,623 231,626,351

　　　　　該当なし

　　　　　該当なし

基本財産の種類

１．重要な会計方針

２．採用する退職給付制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

４．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

土地

建物

合計

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

６．担保に供している資産

計算書類に対する注記（幸生福祉会九十九園ケアハウス拠点）
別紙２



計算書類に対する注記（幸生福祉会九十九園ケアハウス拠点）
別紙２

　　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額 減価償却累
計額

当期末残高

543,707,316 394,890,860 148,816,456

13,479,409 7,054,556 6,424,853

1,997,987 1,564,211 433,776

26,741,112 24,220,861 2,520,251

585,925,824 427,730,488 158,195,336

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額 徴収不能引
当金の当期
末残高

債権の当期
末残高

391,601 391,601

391,601 391,601

　　　該当なし

　　　該当なし

　　　該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している
場合は記載不要。）

（単位：円）

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら
かにするために必要な事項

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

１０．重要な後発事象

合計

建物（基本財産）

建物

構築物

機械及び装置

車輌運搬具

器具及び備品

合計

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場
合は記載不要。）

（単位：円）

事業未収金



　　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

　　（２）固定資産の減価償却の方法

　　　　　・建物、建築物、車両運搬具、並びに器具及び備品－定額法

　　　　　・リース資産

　　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　　（３）引当金の計上基準

　　　　　・賞与引当金　　－該当なし

　　　該当なし

　　当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

　（１）幸生福祉会九十九園診療所拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

　（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

　　　　幸生福祉会　九十九園診療所

　　　　　診療所

　（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

　　　　幸生福祉会　九十九園診療所

　　　　　診療所

　　　該当なし

　　　該当なし

　　　該当なし

　　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額 減価償却累
計額

当期末残高

建物（基本財産）

建物

構築物

機械及び装置

１．重要な会計方針

２．採用する退職給付制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

４．基本財産の増減の内容及び金額

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

６．担保に供している資産

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している
場合は記載不要。）

（単位：円）

計算書類に対する注記（幸生福祉会九十九園診療所拠点）
別紙２



計算書類に対する注記（幸生福祉会九十九園診療所拠点）
別紙２

1,147,840 1,147,837 3

1,147,840 1,147,837 3

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額 徴収不能引
当金の当期
末残高

債権の当期
末残高

11,480 11,480

11,480 11,480

　　　該当なし

　　　該当なし

　　　該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら
かにするために必要な事項

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

１０．重要な後発事象

合計

車輌運搬具

器具及び備品

合計

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場
合は記載不要。）

（単位：円）

事業未収金


